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�愛媛県告示第８６０号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、

松山市余戸土地改良区の定款の変更を認可した。

平成２０年５月２７日

愛媛県中予地方局長 梅 木 要

�������
�愛媛県告示第８６１号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

西予市宇和町土地改良区から次のとおり役員が就任した旨の届出が

あった。

平成２０年５月２７日

愛媛県南予地方局長 渡 部 敏 夫

�愛媛県告示第８５９号
地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条の２第１項の規定により、県税の収納の事務を次のとおり委託した。

平成２０年５月２７日

愛媛県知事 加 戸 守 行
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受 託 者
委託した事務の範囲及び内容 委 託 期 間

名 称 主たる事務所の所在地

地銀ネットワークサービス株式会社 東京都千代田区鍛冶町一丁目８番３号
自動車税（普通徴収のものに限る。）に
係る徴収金（以下「徴収金」という。）
の収納事務の取りまとめ

平成２０年５月１日から

平成２１年３月３１日

株式会社エーエム・ピーエム・ジャパン 東京都港区六本木一丁目八番七号 直営店舗及び加盟店舗における徴収金の
収納事務 同上

国分グローサーズチェーン株式会社 東京都中央区日本橋一丁目１番１号 同上 同上

株式会社ココストア 愛知県名古屋市中区栄一丁目７番３４号 同上 同上

株式会社サークルＫサンクス 愛知県稲沢市天池五反田町１番地 同上 同上

株式会社スリーエフ 神奈川県横浜市中区日本大通１７番地 同上 同上

株式会社セイコーマート 北海道札幌市中央区南９条西５丁目４２１
番地 同上 同上

株式会社セブン─イレブン・ジャパン 東京都千代田区二番町８番地８ 同上 同上

株式会社セーブオン 群馬県前橋市亀里町９００番地 同上 同上

株式会社デイリーヤマザキ 東京都千代田区岩本町三丁目１０番１号 同上 同上

株式会社ファミリーマート 東京都豊島区東池袋三丁目１番１号 同上 同上

株式会社ホットスパーコンビニエンスネ
ットワークス 茨城県土浦市小松二丁目１３番１号 同上 同上

株式会社ポプラ 広島県広島市安佐北区安佐町大字久地６６
５番地の１ 同上 同上

ミニストップ株式会社 東京都千代田区神田錦町１丁目１番地 同上 同上

株式会社ローソン 東京都品川区大崎１丁目１１番２号 同上 同上

毎週（火・金）曜日発行 第１９６７号 平成２０年５月２７日

平成２０年５月２７日火曜日 第１９６７号

愛 媛 県 報

６５９
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公 告

公営企業管理規程

就 任

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 松 浦 順 一 西予市宇和町田苗真土７９４番地

�愛媛県告示第８６２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２０年５月２７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第８６３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２０年５月２７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第１０条第１項の規定に基づき、特定非営利活動法人の設立の認証の申請があったので、同

条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成２０年５月２７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県公営企業管理規程第８号
愛媛県公営企業会計規程の一部を改正する管理規程を次のように定める。

平成２０年５月２７日

愛媛県公営企業管理者 和 氣 政 次

愛媛県公営企業会計規程の一部を改正する管理規程

愛媛県公営企業会計規程（昭和４６年愛媛県公営企業管理規程第９号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 後柿之浦線
宇和島市津島町成字鷲ヶ浜５１７番２から

同町成字鷲ヶ浜５４６番４まで

旧 １２．０～１５．０
４．８～９．２

０．０８８
０．１３７

新 １１．０～１５．５ ０．０８８

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 柳沢新谷停車場線
大洲市藤縄字河向甲７４６番２から

同市藤縄字河向甲１４３３番１８まで
平成２０年５月２７日

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成２０年５月１５日 特定非営利活動法人
まつやま山頭火倶楽部 熊 野 伸 二 松山市堀江町甲１６１５番地３ この法人は、全国の山頭火ファンと地域住民に

対して、松山をこよなく愛し終焉の地とした自
由律俳人種田山頭火の顕彰及び交流を行い、地
域文化の向上並びに魅力あるまちづくりに寄与
することを目的とする。

愛 媛 県 報平成２０年５月２７日 第１９６７号

６６０



改 正 後 改 正 前

様式第３０号（その４） ① 様式第３０号（その４） ①

納入通知書（兼領収書）

省略

納入通知書（兼領収書）

省略

省略 省略

区

分

放 射

線 治

療

歯 冠

修 復

及 び

欠 損
てつ

補 綴

歯 科

矯 正

病 理

診 断

小 計

①

食 事

療 養

②

一 部

負 担

金

③

区

分

放 射

線 治

療

歯 冠

修 復

及 び

欠 損
てつ

補 綴

歯 科

矯 正

小 計

①

食 事

療 養

②

一 部

負 担

金

③

保

険

保

険

自

費

自

費

省略 省略

注 省略

②

注 省略

②

領収済通知書

省略

領収済通知書

省略

省略 省略

区

分

放 射

線 治

療

歯 冠

修 復

及 び

欠 損
てつ

補 綴

歯 科

矯 正

病 理

診 断

小 計

①

食 事

療 養

②

一 部

負 担

金

③

区

分

放 射

線 治

療

歯 冠

修 復

及 び

欠 損
てつ

補 綴

歯 科

矯 正

小 計

①

食 事

療 養

②

一 部

負 担

金

③

保

険

保

険

自

費

自

費

省略 省略

③ ③

納入通知書原符

省略

納入通知書原符

省略

省略 省略

区

分

放 射

線 治

療

歯 冠

修 復

及 び

欠 損
てつ

補 綴

歯 科

矯 正

病 理

診 断

小 計

①

食 事

療 養

②

一 部

負 担

金

③

区

分

放 射

線 治

療

歯 冠

修 復

及 び

欠 損
てつ

補 綴

歯 科

矯 正

小 計

①

食 事

療 養

②

一 部

負 担

金

③

保

険

保

険

自

費

自

費

省略 省略

附 則

この管理規程は、平成２０年６月３０日から施行する。

愛 媛 県 報平成２０年５月２７日 第１９６７号

６６１



�正 誤

平成１９年１０月１２日付け第１９０４号愛媛県告示第１５８６号（保安林予定

森林にする旨の通知）中

ページ 箇 所 誤 正

１１１５ 右欄
下から８行目

イ 立木の伐採の限
度

イ 立木の伐採の限
度並びに植栽の方法・
期間及び樹種

１１１６ 左欄
上から９行目

イ 立木の伐採の限
度

イ 立木の伐採の限
度並びに植栽の方法・
期間及び樹種

１１１６ 左欄
上から３５行目

イ 立木の伐採の限
度

イ 立木の伐採の限
度並びに植栽の方法・
期間及び樹種

平成２０年５月２７日 発行

愛 媛 県 報平成２０年５月２７日 第１９６７号

６６２


